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徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た

。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

株
式
会
社
ト
ク
フ
ジ

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四
七

訪
問
介
護
事
業
所
ト
ク
フ

名
西
郡
石
井
町
石
井
字
石
井
四
七

訪
問
介
護

令
和
七
年
十
月
一
日

九
番
地
一
九

ジ

九
番
地
一
九

合
同
会
社
ｔ
ｗ
ｏ
│
ｐ

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
三

訪
問
看
護

同

ｉ
ｅ
ｃ
ｅ

九
番
地
三

わ
だ
ち

四
番
地
四

フ
ロ
ー
ラ
ル
ハ
イ
ツ

二

三
〇
一



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
一
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定

し
た
。令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行
う
事
業
所

サ
ー
ビ
ス
の

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

名

称

所

在

地

種

類

合
同
会
社
ｔ
ｗ
ｏ
│
ｐ

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
四

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須
三

介
護
予
防
訪
問

令
和
七
年
十
月
一
日

ｉ
ｅ
ｃ
ｅ

九
番
地
三

わ
だ
ち

四
番
地
四

フ
ロ
ー
ラ
ル
ハ
イ
ツ

看
護

二

三
〇
一



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
二
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
及
び
添
付
書

類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持

の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
二

月
二
十
一
日
ま
で
に
、
県
に
対
し
、
次
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

届
出
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
ト
ラ
イ
ア
ル
阿
波
土
成
店

所
在
地

阿
波
市
土
成
町
字
遊
ケ
原
二
四
番
一
ほ
か

２

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ

福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
一
二
番
二
号

石
橋

亮
太

ン
パ
ニ
ー

３

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ

て
は
代
表
者
の
氏
名

氏
名
又
は
名
称

住
所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ト
ラ
イ
ア
ル
カ

福
岡
市
東
区
多
の
津
一
丁
目
一
二
番
二
号

石
橋

亮
太

ン
パ
ニ
ー

４

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

令
和
八
年
五
月
三
十
日

５

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

三
、
三
四
五
平
方
メ
ー
ト
ル

６

大
規
模
小
売
店
舗
の
概
要

届
出
事
項

概
要

施
設
の
配
置
に

駐
車
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

関
す
る
事
項

収
容
台
数

一
五
五
台

駐
輪
場

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

収
容
台
数

二
五
台

荷
さ
ば
き
施
設

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

面
積

一
六
七
平
方
メ
ー
ト
ル

廃
棄
物
等
の
保

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

管
施
設

容
量

三
九
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル

施
設
の
運
営
方

小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時

法
に
関
す
る
事

小
売
業
を
行
う
者
の
閉
店
時
刻

間
）

項

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時



で
き
る
時
間
帯

間
）

駐
車
場
の
自
動

出
入
口
の
数

二
箇
所

車
の
出
入
口

位
置

縦
覧
に
供
す
る
添
付
書
類
に
示
す
と
お
り

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
（
二
十
四
時

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

間
）

二

届
出
年
月
日

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

三

届
出
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
並
び
に

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
八
年
二
月
二
十
一
日
ま
で

四

意
見
書
の
提
出
先
及
び
意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

１

意
見
書
の
提
出
先

郵
便
番
号
七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
創
業
・
経
営
支
援
担
当

電
話
番
号
○
八
八
―
六
二
一
―
二
三
六
七

２

意
見
書
に
記
載
す
べ
き
事
項

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

(一)

意
見
の
内
容

(二)

意
見
を
述
べ
る
理
由

(三)
３

そ
の
他

提
出
さ
れ
た
意
見
書
に
つ
い
て
は
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業

支
援
課
及
び
阿
波
市
産
業
経
済
部
商
工
観
光
課
並
び
に
徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
に
お
い
て
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
三
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
取
し
た
意
見
の
概
要
に
つ
い

て
次
の
と
お
り
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

（
仮
称
）
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
北
島
田
店

徳
島
市
北
島
田
町
二
丁
目
一
七
番
ほ
か

二

法
第
八
条
第
一
項
の
意
見
の
対
象
と
な
っ
た
届
出
に
係
る
告
示

令
和
七
年
徳
島
県
告
示
第
二
百
六
十
二
号
（
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ

た
件
）

三

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
徳
島
市
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
概
要

１

駐
車
需
要
の
充
足
等
交
通
に
係
る
事
項

必
要
台
数
を
十
分
確
保
し
、
周
辺
交
通
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

駐
車
の
用
に
供
す
る
部
分
は
、
駐
車
場
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
号
）
等
の
基
準
に
よ
る

こ
と
。
出
入
口
付
近
の
交
通
渋
滞
対
策
及
び
安
全
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

２

歩
行
者
の
通
行
の
利
便
の
確
保
等

歩
行
者
の
安
全
を
確
保
し
、
周
辺
市
道
に
損
傷
が
生
じ
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

全
て
の
人
が
安
全
か
つ
快
適
に
利
用
で
き
る
施
設
と
な
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

３

廃
棄
物
減
量
化
及
び
リ
サ
イ
ク
ル
に
つ
い
て
の
配
慮

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
一
般
廃
棄
物
は
、
可
燃
ご
み
又
は
資
源
ご
み
に
分
別
し
、
減
量
化
を
図
る

と
と
も
に
、
資
源
ご
み
に
つ
い
て
は
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
る
こ
と
。

古
紙
類
に
つ
い
て
は
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
た
め
古
紙
問
屋
に
搬
入
す
る
こ
と
。

一
般
廃
棄
物
の
発
生
の
抑
制
及
び
再
利
用
並
び
に
適
正
な
処
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
市
の
施
策
に

協
力
す
る
こ
と
。

４

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項

施
設
の
運
営
時
に
お
け
る
騒
音
発
生
の
低
減
に
努
め
る
こ
と
。

周
辺
住
民
の
間
に
騒
音
問
題
が
発
生
し
た
場
合
は
誠
実
に
対
応
す
る
こ
と
。

５

廃
棄
物
に
係
る
事
項
等

店
舗
内
か
ら
発
生
す
る
廃
棄
物
は
、
産
業
廃
棄
物
と
一
般
廃
棄
物
に
適
正
に
分
別
す
る
こ
と
。

分
別
し
た
廃
棄
物
は
、
関
係
法
令
に
基
づ
き
適
正
に
処
理
す
る
こ
と
。

６

街
並
み
づ
く
り
等
へ
の
配
慮
等

周
辺
景
観
と
の
調
和
や
街
並
み
の
連
続
性
に
配
慮
し
、
著
し
く
不
調
和
と
な
る
意
匠
、
形
態
、
色

彩
等
は
避
け
る
こ
と
。

四

意
見
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

１

縦
覧
の
場
所

徳
島
県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
及
び
徳
島
市
経
済
部
経
済
政
策
課
並
び
に
徳
島

県
経
済
産
業
部
企
業
支
援
課
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

２

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
森
林
計
画

を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
地
域
森
林
計
画
の
案

を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

森
林
計
画
区
の
名
称

吉
野
川
森
林
計
画
区
（
徳
島
市
、
鳴
門
市
、
小
松
島
市
、
吉
野
川
市
、
阿
波
市
、
美
馬
市
、
三
好
市

、
勝
浦
郡
、
名
東
郡
、
名
西
郡
、
板
野
郡
、
美
馬
郡
及
び
三
好
郡
一
円
）

二

縦
覧
場
所

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
、
徳
島
県
東
部
農
林
水
産
局
及
び
徳
島
県
西
部
総
合
県
民
局

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で

備
考当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
、
理
由
を
付

し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
五
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
地
域
森
林
計
画

を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、
地
域
森
林
計
画
の
案

を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

森
林
計
画
区
の
名
称

那
賀
・
海
部
川
森
林
計
画
区
（
阿
南
市
、
那
賀
郡
及
び
海
部
郡
一
円
）

二

縦
覧
場
所

徳
島
県
農
林
水
産
部
林
業
振
興
課
及
び
徳
島
県
南
部
総
合
県
民
局

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日
か
ら

令
和
七
年
十
一
月
二
十
一
日
ま
で

備
考当
該
地
域
森
林
計
画
の
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
知
事
に
、
理
由
を
付

し
た
文
書
を
も
っ
て
、
意
見
を
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地

改
良
区
の
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

土
地
改
良
区
の
名
称

江
野
島
土
地
改
良
区

二

退
任
役
員
及
び
就
任
役
員

役
員
名

退
任
役
員
氏
名

就
任
役
員
氏
名

住

所

理

事

杉

野

康

行

阿
南
市
那
賀
川
町
江
野
島
五
五
一
―
一

同

二
反
田

正

弘

同

三
五
四



徳
島
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改

良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
一
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

土

地

改

良

区

の

事

務

所

の

所

在

地

及

び

名

称

認

可

年

月

日

阿
南
市
那
賀
川
町

令
和
七
年
十
月
六
日

江
野
島
土
地
改
良
区


